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京都府公文書公開審査会

会 長 芦 田 禮 一

公文書部分公開決定及び非公開決定に係る

異議申立てに対する決定について（答申）

平成７年８月３１日付け７土第２１６号で諮間のあった事案について、次のとお

り答申します。



第１ 審査会の結論

本件異議申立ての対象となった部分公開決定及び非公開決定において、実施

機関が非公開とした部分のうち、確認申請書、確認書の案、不動産鑑定書、建

物の見積書その他の建築原価を証する書面及び販売状況報告書について別表に

掲げる記載部分については、これを公開すべきである。

実施機関のその余の判断は、妥当である。

第２ 異議申立てに至る経過

１ 平成７年４月１７日、異議申立人は、京都府情報公開条例（昭和６３年京

都府条例第１７号。以下「公開条例」という ）第４条の規定により、京都。

府知事（以下「実施機関」という ）に対し、国土利用計画法施行規則（昭。

和４９年総理府令第７２号。以下「国土法施行規則」という ）第２１条第。

２項に基づく確認番号３企第２－１７１号（確認年月日昭和６３年１２月２

３日）ほか１３件に関する確認申請書、確認申請書に添付された図面、確認

申請書とともに提出された図書（不動産鑑定評価書、宅地の造成原価の積算

資料、物件説明書、開発許可その他の行政処分を受けた旨を証する書面、公

、 、共公益施設負担金の支払いを証する書面 建築確認を受けた旨を証する書面

建物の見積書その他の建築原価を証する書面 、確認書の案及び販売状況報）

告書（いずれも印影を除く ）に関する公文書の公開を請求した。。

２ 実施機関は、上記請求に対応する公文書として、次の公文書を特定した。

国土法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号３企第２－１７１号（昭

和６３年１２月２３日）ほか１３件に関する

①確認申請書

②確認申請書に添付された図面

ア 土地の位置を明らかにした縮尺５万分の１以上の地形図

イ 土地の形状を明らかにした縮尺２千５百分の１以上の図面

③確認申請書とともに提出された図書

ア 不動産鑑定評価書

イ 宅地の造成原価の積算資料

ウ 物件説明書

エ 開発許可その他の行政処分を受けた旨を証する書面

オ 公共公益施設負担金の支払いを証する書面

カ 建築確認を受けた旨を証する書面

キ 建物の見積書その他の建築原価を証する書面

④確認書の案



⑤販売状況報告書

３ 平成７年５月１日、実施機関は、別紙１のとおり不受理決定及び決定期間

の延長を行い、異議申立人に通知した。

４ 同年６月１５日、実施機関は、別紙２のとおり公開、部分公開及び非公開

決定を行い、異議申立人に通知した。

５ 同年６月３０日、本件公文書について非公開とした部分を除き、異議申立

人の閲覧に供するとともにその写しを交付した。

６ 同年８月１１日、異議申立人は、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６

０号）第６条の規定により、本件公文書の部分公開及び非公開決定処分（以

下 本件処分 という を不服として実施機関に対し異議申立て 以下 本「 」 。） （ 「

件申立て」という ）を行った。。

第３ 本件申立ての趣旨

本件申立ての趣旨は、本件処分の取消しを求めるというものである。

第４ 異議申立人の主張要旨

異議申立人が異議申立書、意見書及び口頭による意見陳述において述べてい

る主張を総合するとおおむね次のとおりである。

１ 公開条例の憲法上の位置付けと公開条例第５条各号の解釈方針

、 「 」( ) 公開条例は 憲法２１条で保障された表現の自由に含まれる 知る権利1

、 、を具体化するものであり 憲法上の基本原理たる国民主権を十全ならしめ

地方自治体行政に対する民主的統制の実効性を担保するためのものである｡

したがって、公開請求された公文書は公開されるのがあくまで原則であ

り、公開条例の適用除外について定める公開条例第５条各号に該当するか

否かの判断に当たっては、支障の発生についての危険が具体的に存在する

ことが客観的に明白であることを立証されなければならない。ところが、

本件処分は理由として公開条例の条文を抽象的に指摘したにとどまり、具

体的な支障発生の危険は、明らかとされていない。処分庁は、本件申立て

において公開による弊害の明確性を具体的に明らかにすべきである。これ

が明らかとされていない限り本件処分は要件の欠如した違法な処分として

取り消されなければならない。



２ 国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号。以下「国土法」という ）に。

ついて

国土法における届出は、刑罰や税法上のサンクションによって強制されて

いるものである。届出制度の公表措置の反対解釈からこの制度が公開されな

いという暗黙の前提がある制度であるとする実施機関の立場は誤りである。

３ 確認申請書及び確認書の案の非公開部分に関する反論

( ) 予定対価（㎡当たり単価（円／㎡ 、対価として予定している価額、対1 ）

価として予定している合計価額）の部分

ア 公開条例第５条第６号に該当しないことについて

、 、 、実施機関は 予定対価が明らかになれば それが最高限度額ではなく

行政が示した売買の基準と受け止められると主張するが、公開に際して

正しい知識を教示すれば誤解を生じる余地はない。

また、実施機関は、公開することにより、事業者は、限度額を確認申

請の予定対価に定めて確認を受けることとなり、結果的に当該地域にお

ける土地取引を高値に安定させる事態を生じかねないと主張するが、公

開しない現状においても、業者はわざとかなり高めに申請し、行政の減

、 、額指導を受けて修正すれば ぎりぎりの高値で確認を受けることができ

根拠がない。

今回公開を求めている予定対価は昭和６３年から平成５年までにかけ

て行われた事前確認申請に関するものであり、バブル崩壊後地価下落中

の現在とは全く状況が変わっており、売買の基準になる余地はない。実

施機関は、当該地域の地価変動を計算することにより、現在の最高限度

額もほぼ明らかになり、高値に安定し、また、過去の確認予定対価であ

っても、著しく適正を欠くものではない価格が基準として機能し、土地

取引が高値に引きずられ、投機的土地取引の防止という届出制の目的の

達成を不可能とすると主張するが、現在の不動産市況の下で、そのよう

な事態が生じるのか理解できない。

イ 公開条例第５条第３号に該当しないことについて

行政によって確認された予定対価は、その土地について行政が認めた

最高限度額にすぎず、業者がその土地につけた定価ではなく、これを前

提とした実施機関の立論は根拠がない。また、今回公開を求めているも



のは、２年から７年前のものであり、この間の激しい経済変動からする

、 （ 「 」 。と 現在これを公開しても申請者である法人 以下 当該法人 という

）の競争上の地位を害することはない。事前確認を取ろうとしていた土

地の販売価格は、営業秘密ではなく、本件の昭和６３年から平成５年ま

でにかけての同価格を他の同業者が知ったところで、当該法人の競争上

の地位が害されることはない。同価格は現在の売出価格と近似したもの

と考えられ、広告によって誰しも容易に知り得るものである。このよう

な予定対価の公開は事業者の競争上の地位その他正当な利益を害するも

のではない。

ウ 公開条例第５条第２号に該当しないことについて

実施機関は、公開条例第５条第２号該当性の根拠として 「国土利用、

計画法に基づく届出書の公開について（通知 （平成元年４月２８日）」

付け元国土利第１６０号）や国土法関係質疑応答集の一般的抽象的見解

を挙げているが、いずれも、本件事前確認における予定対価について、

主務大臣（国土庁長官）が公開してはならないと明示的に指示したもの

とはいえない。

( ) 担当者の氏名の部分2

公開条例第５条第１号に該当しないことについて

申請者欄の担当者は、会社の従業員の立場で、その職務として適法に行

っているものであって、その氏名を他人に知られたくないと望むことが正

当とは理解しがたい。個人情報であれば常に非公開事由であるかのような

解釈は、著しく公開の範囲をせばめ、憲法の保障する「知る権利」を没却

するもので妥当ではない。今回部分公開された文書の中には、担当者の氏

名が公開されているものもあり、これと別異に取り扱う根拠はない。

４ 不動産鑑定評価書及び建物の見積書その他の建築原価を証する書面に関す

る反論

( ) 公開条例第５条第３号に該当しないことについて1

不動産鑑定評価書は、資格のある不動産鑑定士が一般に確立した鑑定手

法に基づいて、不動産の適正価格を評価した結論とその理由を示すもので

あって、営業秘密というべきものではなく、不動産に客観的評価を示した

文書であり、行政自らが委託して作成することも、異議申立人らが委託し



て作成することもできるものであって、排他的な財産管理上ないしは最大

級の事業管理上の企業情報などと言い得るものではない。

しかも、この不動産鑑定評価書や建築原価に関する書類は、昭和６３年

の確認申請書に添付された書類であって、この間の激しい経済状況の変動

からすれば７年も前の文書が公開されたからといって、当該法人の競争上

の地位などを害することはない。

また、本件情報は暴利行為、虚偽の説明による販売勧誘に関するもので

あり、人の財産又は生活に対して重大な影響を及ぼす違法又は著しく不当

な事業活動に関する情報に該当し、公開条例第５条第３号の適用はなく非

公開事由に当たらない。本件不動産鑑定評価書は、適正価格を明らかにす

る上で重要な資料であり、違法な事業活動を明らかにするため公開の必要

性が高い。

( ) 公開条例第５条第８号に該当しないことについて2

実施機関はこれらの公文書の提出は任意であると主張するが、当該法人

から任意に提出された情報ではない 「事前確認事務処理標準要領につい。

て （昭和５４年１月１６日付け５４国土利第６号）で定められた事前確」

認事務処理標準要領（以下「要領」という ）で担当行政庁に資料提出請。

求権限が定められており、申請者は資料提出を請求された場合はこれに応

じなければならないのである。公開条例第５条第８号の趣旨は、非公開を

条件に提供された情報を公開すれば、法人との信頼関係を損ない今後同種

の情報が得られなくなり公務の遂行に支障が生じることを憂慮したもので

あると解される。しかし、本件公文書の場合は、仮に信頼関係が害された

としても行政庁は要領に基づき当該文書の提出を求めることができ、提出

がなければ事前確認をしないこともできるため、法人は提出せざるを得な

い。したがって、文書の提出がなく、行政目的が阻害されるということも

あり得ない。

事前確認制度は、行政による土地取引業者への規制行為であって、業者

と事業者の信頼関係や協力関係を前提としなければならないような共同事

。 、業ではない 行政は厳正に申請の是非を判断し決定を下せばよいのであり

事業者の協力を得なければ地価高騰の防止という事前確認制度の目的を遂

行できないことはない。国家は、無届の取引や虚偽の届出には６箇月以下

の懲役又は１００万円以下の罰金という刑罰をもって臨んでいるほか、税

法上の特典をはく奪するなどのサンクションを用意しており、事前確認制

は事業者の任意の協力があって成り立つようなものではない。国民全体の

ために規制する立場の行政が規制される立場の業者との信頼関係や協力関

係を協調するのは奇異である。

要領には 「公開しないことを条件として提出を求めることができる」、



とは規定されていない。土地対策担当部長は必要と認めるときは無条件で

本件文書の提出を求めることができ、これに対して申請者は無条件で提出

するものである。したがって、本件文書は公開しないことを条件に提出さ

れた情報ではないという意味からも公開条例第５条第８号に該当しない。

５ 建築確認を受けた旨を証する書面の非公開部分に関する反論

( ) 公開条例第５条第１号に該当しないことについて1

ア 建築設備に関し意見を聴いた者の住所氏名勤務先名のうち、氏名の部

分

当該法人が建築確認を受けるに当たって、注文建売住宅部の者が従業

員の立場で建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に基づき建築設備

に関し意見を聴かれただけであって、その氏名を他人に知られたくない

と望むことが正当とは理解しがたい。また、建築確認通知書の中でも、

設計者の氏名や工事監理者の氏名については公開されており、これと別

異に取り扱う合理的根拠があるとが思われない。

イ 建築物概要のうち、用途、工事種別、構造、階別の床面積及び最高の

高さ以外の部分

非公開部分程度の情報では、住宅内部の構造までは全く分からず、購

入者のプライバシーを著しく害するとまではいえない。これがプライバ

シーの著しい侵害というなら住宅の広告パンフレットに記載の情報の方

がより詳しく、当該法人は広告段階でより著しいプライバシー侵害を犯

していることになる。

( ) 公開条例第５条第８号に該当しないことについて2

建築設備に関し意見を聴いた者の住所氏名勤務先名のうち、氏名及び建

築物概要のうち、用途、工事種別、構造、階別の床面積及び最高の高さ以

外の部分

建築確認申請書に関する図書のうち当該建物が法令に適合しているか

どうかを明らかにする図書は、建築基準法第９３条の２に基づき広く閲

覧が認められており、このような性質の書面を公開しないことを条件と

して当該法人から提出された情報であるとはいえない。

また、本件公文書は要領により担当行政庁に申請者に対する資料提出



請求権限を定めており、申請者は担当行政庁から資料提出を請求された

場合はこれに応じなければならず、任意に提出された情報ということは

できない。

、「 」要領には 公開しないことを条件として提出を求めることができる

とは規定されておらず、本件公文書は公開しないことを条件に提出され

た情報ではないという意味からも同号に該当しない。

６ 販売状況報告書に関する反論

( ) 公開条例第５条第１号に該当しないことについて1

販売状況報告書の記載内容は、不動産登記簿謄本に記載されている程度

の情報であり、非公開にする理由はない。仮にプライバシーの問題がある

なら、購入者の氏名及び住所の部分のみを非公開にすべきであり、全部非

公開は不当である。また、異議申立人自身が購入者となっている部分につ

いては、プライバシー侵害の問題はなく公開すべきである。

( ) 公開条例第５条第３号に該当しないことについて2

販売額は、当該法人が新聞広告等で明らかにしていた販売価格と同一の

はずである。これを営業秘密として非公開とする利益はない。

また、本件情報は暴利行為、虚偽の説明による販売勧誘に関するもので

あり、人の財産又は生活に対して重大な影響を及ぼす違法又は著しく不当

な事業活動に関する情報に該当し、公開条例第５条第３号の適用はなく非

公開事由に当たらない。

( ) 公開条例第５条第８号に該当しないことについて3

本件公文書は要領により担当行政庁に申請者に対する資料提出請求権限

を定めており、申請者は担当行政庁から資料提出を請求された場合はこれ

に応じなければならず、任意に提出された情報ということはできない。

要領には 「公開しないことを条件として提出を求めることができる」、

とは規定されておらず、本件公文書は公開しないことを条件に提出された

情報ではないという意味からも公開条例第５条第８号に該当しない。

第５ 実施機関の説明要旨

実施機関が理由説明書及び実施機関の職員による口頭説明において述べてい

ることを総合すると、おおむね次のとおりである。



１ 国土法について

( ) 目的及び内容1

国土法は、土地取引に直接行政が介入する規制措置を定め、投機的な土

地取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、乱開

発の未然防止と遊休土地の有効利用の促進を通して総合的かつ計画的な国

土の利用を図ることを目的としている。

国土法における土地取引の規制は、規制区域における許可制、全国にわ

たる届出制及び国土利用計画法施行令（昭和４９年政令第３８７号）にお

いて届出制の例外として創設された事前確認制の三つに大別され、許可制

は全国でもいまだ例がない。

本件公文書に係る事前確認制は、一定の住宅地分譲やマンション等にお

ける建物の区分所有権に伴う土地の共有持分の譲渡について、その取引形

態が定型化又は類型化されていることを踏まえ、かつ、通常は既に利用目

的面における開発許可等を受けていること、更に一団の土地の一区画を購

入する場合と届出対象面積未満の住宅団地の一区画を購入する場合との不

均衡の是正を図る必要があることから、政令において届出制の適用除外と

、 、 、して創設された制度であり 分譲を行おうとする者が 単独で申請を行い

販売予定価格が著しく適正を欠くものではないとの都道府県知事の確認を

受け、当該確認額を超えない範囲で取引を行う場合に届出が不要とされて

いる。

なお、届出制との相違点を見てみると、事前確認制においては申請の段

階で購入者がいまだ特定していないため、事業者である譲渡人名のみによ

る申請となる点及びこの制度の対象が住宅地等に限定されているため、利

用目的について申請する必要がない点において届出制と異なるにすぎず、

確認が行われれば、改めて届出を行う必要がなくなり、いわば届出制の代

替え、ないしは修正の制度と言えるもので、制度の目的、趣旨は届出制と

異なるところはない。

( ) 事前確認の審査の流れについて2

都道府県知事の確認を受けようとする者は、所定の確認申請書とともに

土地の位置を明らかにした縮尺５万分の１以上の地形図及び土地の形状を

明らかにした縮尺２千５百分の１以上の図面を提出することとされており､

知事は、価格審査を行うに当たって必要が認められるときは、要領に基づ

き当該申請者に対し不動産鑑定評価書等の図書の提出を求めることができ

る。



知事は土地に関する権利の予定対価の額が国土法の土地取引規制の趣旨

に反することにならないか否かを審査するが、実務的には、申請の土地の

付近の公示価格、都道府県の調査に基づく基準地価格、届出・事前確認に

おける指導価格から比準して、申請の土地の相当な価額を決定し、その相

当な価額と比べて予定対価の額が著しく適正を欠く価格であるか否かを判

断している。

上記審査に基づき、著しく適正を欠くことがないとの判定がなされた場

合、その旨を記載した確認書により申請者に通知を行っている。

( ) 届出制の運用の実態及び公開になじまない背景について3

土地取引は、本来、当事者の自由になし得るところであって、国土法に

よる行政の介入は、自由な取引を阻害しないように配慮がなされている。

特に、届出制（事前確認制を含む ）は、許可制に比べてできるだけ行政。

の介入を差し控えていこうとする配慮を行っている。

本件公文書に係る事前確認制は、分譲業者はいまだ相手の購入者が決ま

っていない段階で、一定の販売期間の地価変動のリスク等を考慮に入れな

がら、販売予定価格を決めて確認申請を行い、確認を受けた額の範囲で販

売戦略に基づいて販売価格を決めて購入者に提示し、購入者は他の類似の

分譲地の販売価格等をもとにして妥当と判断する価格であれば、その額で

の取引の合意が成立し、契約に至るものである。当然のことながら、確認

後の分譲業者と購入者との間において確認額以下での自由な売買交渉が行

われることが前提となっており、この点は届出制の場合と異なるところは

ない。

ところで、国土法の施行後、今日まで誰もが他人に知られることを欲し

ない土地取引の内容について、真正な届出がなされているのは、届出の内

容について、公開されないことが暗黙かつ当然の前提とされているからで

あり、届出制は行政側と届出をした者との信頼関係の上に成り立っている

といっても過言ではない。

土地が狭く限られた日本では、一般に土地取引が多くの経済的な価値を

生む源泉として認識されており、土地取引を巡っては、公序良俗に反する

地上げや買占め等様々な動きも生じる。府では、国土法施行後、届出や確

認の内容についての問合せは、府議会における質問に対しても公表を行っ

ていない。更に、税務当局からの照会にも回答せず、捜査当局からの照会

に対しても価格に関する点については回答していない。

こうした対応により、府は土地取引にかかわる紛争に巻き込まれること

なく、土地取引の公正、公平な審査機関として、府民・事業者の信頼を得

ており、国土法の適正な運用が確保されてきている。



２ 本件公文書について

( ) 確認申請書1

本件公文書は、当該法人が住宅地又は建物付住宅地の分譲を行うに先立

って、京都府知事の確認を受けようとする申請書である （府知事の確認。

の有効期間満了に伴っての再度の申請書を含む ）。

記載事項は、申請者の名称・代表者名及び住所、担当者の氏名、土地に

関する権利の移転に係る土地及び当該一団の土地の所在・面積及び区画数､

土地に関する権利の移転の対価として予定している価額等である。

なお、建物付住宅地の分譲に係る申請書には、工作物等に関する権利の

移転の対価として予定している価額等も記載されている。

( ) 確認書の案2

本件公文書は、土地に関する権利の移転の対価として予定している額が

国土法第２４条第１項第１号に該当しない旨を確認する府知事の通知文書

の案である。

記載事項は、申請者の名称、土地の所在、土地面積及び区画数、有効期

間である。また、別葉に当該確認申請書の写しが添付されている。

( ) 不動産鑑定評価書3

本件公文書は、不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準に準拠し、不動産の

経済価値を判定し、その結果を価額に表示した図書である。

確認申請書に添付されているが、法令により提出が義務付けられている

ものではなく、要領に基づき提出を求めているにすぎない。

記載事項は、不動産鑑定業者の住所及び氏名、不動産鑑定士の氏名、対

象不動産の表示、鑑定評価額、鑑定評価の条件、鑑定評価額の決定の理由

の要旨等である。

( ) 建築確認を受けた旨を証する書面4

本件公文書は、建築基準法第６条第１項の建築物の敷地、構造及び建築

設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合すること

を建築主事が確認した確認通知（建築物 （第１号様式副本）の写しであ）

る。確認申請書に添付されているが、法令により提出が義務付けられてい

るものではなく、要領に基づき提出を求めているにすぎない。

記載されている事項は、確認番号、確認年月日、建築主事名、建築主住



所氏名、代理者資格住所氏名、設計者資格住所氏名、建築設備に関し意見

を聴いた者の住所氏名勤務先名、工事監理者資格住所氏名、工事施工者住

所氏名、敷地の位置、主要用途、敷地面積、建築面積、建築物別概要等で

ある。

( ) 建物の見積書その他の建築原価を証する書面5

本件公文書は、確認申請書に添付されているが、法令により提出が義務

、 。付けられているものではなく 要領に基づき提出を求めているにすぎない

具体的には、当該法人が工事請負を発注するために徴した建築工事、電気

給排水設備工事、ガス設備工事、外構造園工事等の見積書及び工事請負契

約書の写しである。

( ) 販売状況報告書6

本件公文書は、当該法人が府知事の確認を受けた住宅地の販売状況につ

いての報告書である。

届出制においては、届出等の後の契約内容についての報告は、法令によ

って義務付けられているものではなく 「届出等の事後措置に関する事後、

処理標準要領について （昭和５４年１２月２４日付け５４国土利第４０」

） 、３号 で届出又は確認の内容と当該土地売買等の契約内容の異同を調査し

届出制の的確な運用に資するため、契約状況報告書や販売状況報告書を徴

収することを都道府県知事に指導しているものである。これに基づき、府

においても事前確認を行って一定の期間が経過したとき、当該確認を行っ

た事業者に販売状況報告書の提出を指導しており、提出を求めているもの

である。

記載されている事項は、当該法人の名称・代表者名及び住所、担当者氏

、 、 、 、 、 （ 、 ）、名 確認番号 区画番号 契約の成否 契約日 契約内容 面積 価格

購入者の氏名及び住所である。

３ 確認申請書及び確認書の案を部分公開とする理由

( ) 予定対価の部分1

ア 公開条例第５条第６号に該当することについて

確認申請書の予定対価は、そのままの額で確認された場合は確認書の

確認額に等しくなり、また減額指導を受け指導に従って修正された場合

は、修正された予定対価が確認額に等しくなる。したがって、一方が明



らかになれば他方も明らかとなる関係にあり、本件公文書においても、

このことが言える。

確認申請書の価格審査においては、当該土地の相当な価額を算出し、

その相当な価額に、その地域に応じた一定の割合（著しく適正を欠くこ

とにはならない一定の割合でアローアンスと称している ）を乗じて限。

度額を求め、当該限度額の範囲であればその額を、超えていれば当該限

度額まで下げるように指導を行って、指導に従えば確認を行っている。

予定対価は、当初の申請どおり確認された場合でも、あるいは指導を

受け修正された後確認された場合でも相当な価額を示しているものでな

く、事業者が他の事業者との競争の中で販売を行える上限価格を示すも

のであるが、この予定対価が、購入者や他の事業者の情報公開請求によ

り知り得ることになるとすれば、それが最高限度額を示したものであっ

ても、実際には 「行政が当該土地について示した売買の基準となる価、

格」との印象を与え、そのように受け止められる （地価公示や地価調。

査で、標準値や基準地の価格を公にしているのと同様に機能する ）。

このことにより、購入者は他の物件との比較等の必要な情報収集を怠

り、行政の「著しくは高くない」との判断を売買の基準として理解し、

それに依存する形で購入を決定しかねない。また、事業者は、限度額を

確認申請の予定対価として定めて確認を受けることとなり、結果的に当

該地域における土地取引を高値に安定させる事態を生じかねない。

更に、予定対価が減額指導により限度額となっている場合において、

これが公開され、当該地域の相当な価格水準が明らかとなれば（地価公

示、地価調査の価格によりおおよそ推定が可能である 、当該地域で。）

のアローアンスを公開することと同じ結果となり、行政が行う審査基準

が明らかとなって、結果的に当該地域における土地取引を高値に安定さ

せる事態を生じかねない。

本件公文書に係る土地の区画については、その多くが既に個人の購入

者に販売されているが、未だ購入されていない区画もある。また購入さ

れた区画についても転売される可能性がある。こうした場合、既に確認

、 、が行われた価格であっても 当該地域の地価変動を計算することにより

現在の当該画地の最高限度額もほぼ明らかとなり、土地取引を高値に安

定させる事態を生じかねない。

したがって、過去においてなした確認の予定対価であっても、公開さ

れることにより、著しく適正を欠くものではない価格が、取引の基準と

して機能することとなり、土地取引が高値に引きずられ、投機的土地取

引の防止という、届出制の目的の達成を不可能とするものである。

以上のことから、公開条例第５条第６号に該当する。

イ 公開条例第５条第３号に該当することについて



事業者が確認を受けた後、どの時期に、どの区画について、確認以下

のどういう価格で販売しようとするかは、景気の動向、住宅販売状況、

金利の動向、当該事業での造成・建築原価、事業者の経営状況、当該分

譲地と競合関係にある他の分譲地の販売状況等を踏まえて行う事業者の

販売戦略上の秘密事項に属するものである。

この予定対価を公開することは、購入者や他の事業者に対して、販売

競争や売買交渉等での、値引き前の定価に当たる取引上の情報、いわゆ

る手の内を行政が提供することを意味し、当該事業者の競争上の地位そ

の他正当な利益を害することとなる。

本件公文書は、当該法人が分譲している住宅地の予定対価であるが、

当該住宅地においては、今後とも近隣住宅地との競争を行いながら販売

が続けられていく地域であり、過去の確認額であってもこれが公開され

、 、 、ることは 当該地域における定価や値引きの状況が明らかになり 今後

当該法人が販売計画を進める上において、自由な事業活動に悪影響を与

えかねない。

以上のことから、公開条例第５条第３号に該当する。

ウ 公開条例第５条第２号に該当することについて

国土庁は、届出書の公開に関するものであるが、平成元年４月２８日

付け元国土利第１６０号通知で当事者名、土地の所在及び面積、土地に

関する権利の種別及び内容、予定対価の額等の情報は、本来、私人が排

他的に管理すべき資産、財産運営上の情報であり、一般に公開されるべ

、 、 、き性格のものでなく また このような情報が一般に公開されることは

行政側と届出をした者との信頼関係を損ない、国土法の的確な運用に重

大な支障を及ぼすおそれがあるという理由から、非公開として取り扱う

べきものとの見解を示している。

本件は、事前確認に係るものであるが、事前確認においても、予定対

価の額等の情報は、本来、私人が排他的に管理すべき資産、財産運営上

の情報であることには変わりはない。一般的に確認を受けた事業者は、

広告に基づく販売を選択し、これにより広く一般に知り得ることとなる

が、広告をしないで分譲を行う、例えば、業者間分譲もあることから、

広告によって誰でも知り得るから、公開しても差支えないということに

はならない。

また、広告される分譲価格は必ずしも確認額に一致せず、確認額を定

価として値引きを行う場合もあり、確認額の範囲内のどういう価格で事

、 、業者が販売を行うかは 事業者の財産運営上の事項に属するものであり

届出と同様の取扱いをなすべきものである。



また、国土庁が監修している国土法関係質疑応答集では、確認額の公

開は一般的に適当でないとされている。この質疑応答集は国土庁の正式

見解ではないとされているが、国土庁は実際には質疑応答集に基づいて

処理すべきことを指導しており、また、都道府県の実務においても、そ

れに従い処理をしている。

国土庁は、本件事前確認についても、上記届出の通知及び質疑応答集

に基づき非公開の取扱いをすべきことを指示している。

以上のことから、公開条例第５条第２号に該当する。

( ) 担当者の氏名の部分2

公開条例第５条第１号に該当することについて

当該法人が多くの従業員を雇用し事業展開を行っている中で、担当者は

業務執行時に当該法人の補助執行者としての地位にあることを示している

にすぎず、当該担当者にとってみれば、氏名は個人情報であり、通常他人

に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報である。

以上のことから、公開条例第５条第１号に該当する。

４ 不動産鑑定評価書及び建物の見積書その他の建築原価を証する書面を非公

開とする理由

( ) 公開条例第５条第３号に該当することについて1

本件公文書は、事業者が自由な事業活動を行うための排他的な財産管理

上ないしは最大級の事業管理上の情報が記載されているものである。

当該法人が確認申請の予定対価を決定するに当たっての根本的判断情報

すなわち販売を進めるに当たっての企業内情報であり、これが公開される

ことにより、他企業との競争上の地位や事業上の正当な利益が害されるこ

ととなる。

以上のことから、公開条例第５条第３号に該当する。

ア 不動産鑑定評価書中不動産鑑定業者の住所及び名称並びに不動産鑑定

士の氏名

公開することにより当該不動産鑑定業者の事業活動の一端が明らかと

なり、当該不動産鑑定業者の競争上の地位や事業上の正当な利益が害さ

れると認められる。



イ 不動産鑑定評価書中試算価格算出表における原価法の欄の素地の取得

原価、事情補正及び時点修正の部分

不動産鑑定評価書中造成事例カードにおける所有者名又は名称、素地

価格の欄の取得価格、事情補正及び時点補正の部分

他に明らかにしないとの前提で収集されている特定業者の特定の土地

の原価に係る情報が明らかとなることとなり、事例収集を行った住宅販

売業者への信頼を損なうこととなり当該不動産鑑定業者の競争上の地位

や事業上の正当な利益が害されると認められる。

また、これらの情報は住宅販売業者の住宅団地分譲に係る原価の情報

すなわち土地仕入れ価格であり、公開することにより当該住宅販売業者

の事業上の正当な利益が害されると認められる。

( ) 公開条例第５条第８号に該当することについて2

府においては、不動産鑑定評価書については鑑定費用の負担に耐えられ

る大きな企業には提出の協力を求めることもあり、また、建物の見積書そ

の他の建築原価を証する書面については一律に提出を求めている。

確認申請に係るこれらの図書の提出は任意であるが、事業者としては迅

速、的確な審査が受けられるとの期待から、指導に応じて提出しているの

が実態であり、府としても、こうした図書の添付により年間数千区画にの

ぼる宅地分譲を、定型的画一的に処理することができ、審査の効率化に役

立っている。

このように事前確認制は、事業者と行政の双方の利益に基づき、双方の

信頼、協力関係によって成り立っていると言っても過言ではない。

国土法の取引規制の制度は、国土庁からの通知にもあるように、届出者

と行政側との信頼関係を損なわないようにとの観点から非公開を前提とし

て作られており、事前確認においても申請者との信頼関係を最大限に配慮

しなければならない。

こうした相互信頼の中で成り立つ制度の下では、任意に提出された資料

といえども、私人や企業の内部管理上ないしは財産管理上の情報は、明示

されていなくとも、当然の前提として、公開しないことを条件に府に提供

された情報と考えるべきである。

本件公文書の公開については、当該法人から到底容認できない旨の意見

も提出されており、承諾なくして公開することは、当該法人との信頼関係

及び協力関係を害するものと認められる。

以上のことから、公開条例第５条第８号に該当する。

５ 建築確認を受けた旨を証する書面を部分公開とする理由



( ) 公開条例第５条第１号に該当することについて1

ア 建築設備に関し意見を聴いた者の住所氏名勤務先名のうち、氏名の部

分

申請者の補助執行者（公的な資格登録者でもない ）の氏名であり、。

個人情報として通常他人に知られたくないと望むことが正当と認められ

る情報である。

なお、建築基準法に基づく建築計画概要書の閲覧制度においても、閲

覧の対象となっていない。

以上のことから、公開条例第５条第１号に該当する。

イ 建築物別概要のうち、用途、工事種別、構造、階別の床面積及び最高

の高さ以外の部分

当該住宅購入者又は居住者の保有する情報であり、公開されることに

より、住宅内部の仕様が明らかになり、購入者又は居住者のプライバシ

ーが著しく侵害されることになる。

なお、建築基準法に基づく建築計画概要書の閲覧制度においても、閲

覧の対象となっていない。

以上のことから、公開条例第５条第１号に該当する。

( ) 公開条例第５条第８号に該当することについて2

本件公文書の提出は任意であるが、府においては、一律に提出を求めて

おり、事前確認制は、双方の信頼、協力関係によって成り立っていると言

っても過言ではない。

こうした相互信頼の中で成り立つ制度の下では、任意に提出された資料

といえども、個人が特定され、通常他人に知られたくないことを望むこと

が正当と認められるこうした情報は、明示されていなくとも、当然の前提

、 。として 公開しないことを条件に府に提供された情報と考えるべきである

本件公文書の公開については、当該法人から承諾できない旨の意見も提

出されており、承諾なくして公開することは、当該法人との信頼関係及び

協力関係を害するものと認められる。

以上のことから、公開条例第５条第８号に該当する。

６ 販売状況報告書を非公開とする理由



( ) 公開条例第５条第１号に該当することについて1

購入者にとっては、住宅地について、いつ、いくらで取得したかとの情

報は排他的な個人の財産上の情報であり、通常他人に知られたくないと望

むことが正当であると認められる情報である。これが公開されることによ

り、購入者のプライバシーが著しく侵害される。

なお、担当者の氏名については、報告者の補助執行者としての地位にあ

ることを示しているにすぎず、当該担当者にとってみれば、氏名は個人情

報であり、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められ

る情報である。

以上のことから、公開条例第５条第１号に該当する。

( ) 公開条例第５条第３号に該当することについて2

当該法人にとっては、販売上の顧客に関する情報であり、これが公開さ

れることにより、顧客への守秘義務違反となるばかりでなく、他企業との

競争上の地位を危うくすることとなり、事業上の正当な利益が害されると

認められる。

また、購入者の中の法人にとっては、住宅地の取得に係る情報は、法人

の事業活動を行う上での物件取得に関する情報であり、公開されることに

より競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる。

以上のことから、公開条例第５条第３号に該当する。

( ) 公開条例第５条第８号に該当することについて3

、 、本件公文書は 確認の内容と当該土地売買等の契約内容の異同を調査し

届出制度の適正な執行を確保するとともに、都道府県知事が行う予定対価

の審査へのフィードバックをもねらいとするものである。

前述しているように公開されることにより個人のプライバシー及び事業

上の正当な利益にかかわる情報が記載されていることから、明示されてい

なくとも事業者においても行政が公開しないことを前提に報告しているも

のと認められるべきである。

本件公文書の公開については、当該法人から承諾できない旨の意見も提

出されており、承諾なくして公開することは、当該法人との信頼関係及び

協力関係を害するものと認められる。

以上のことから、公開条例第５条第８号に該当する。

第６ 審査会の判断理由



１ 基本的な考え方

公文書公開についての公開条例の基本的理念は、その前文においてうたわ

れているように、府民に公文書の公開を請求する権利を認めるとともに、積

極的に情報を提供することにより、府民の府政に対する理解と信頼を深め、

府政のより公正な運営を確保し、府民参加の開かれた府政の一層の推進を図

り、併せて府民福祉の向上に寄与しようとするものである。

このような基本的理念を実現するためには、府が保有する情報は、公開を

原則とするべきであるが、その情報の中には、公開することにより個人のプ

ライバシーや法人等の正当な利益を侵害したり、行政の公正かつ適切な執行

を妨げ、ひいては府民全体の利益を損なうものもある。

このため、立法者は公開条例の制定に際し、制度の趣旨、公文書の公開・

非公開に係る公益性、有用性等を総合衡量した結果、原則公開の条例におい

ても、なお、例外的に非公開とせざるを得ない情報があると判断し、これを

公開条例第５条において適用除外事項として具体的に類型化し規定したもの

である。

そして、同条に定める事項に該当するか否かについては、当該情報のみを

取り出し、抽象的に捉え判断するのではなく、当該情報を取り巻く諸事情を

も考慮に入れ、個々の事例に即し、具体的に判断されなければならない。

また、公文書の公開請求権は、憲法第２１条から直接導き出されるもので

はなく、府が公開条例により創設した権利であり、本審査会における具体的

事案の審理に際しては、それぞれの情報が公開条例第５条各号に該当するか

否かを判断すれば足りるものである。

２ 具体的な判断及びその理由

( ) 確認申請書及び確認書の案について1

実施機関は、確認申請書及び確認書の案のうち、予定対価の部分は公開

条例第５条第６号、第３号及び第２号に、担当者の氏名の部分は同条第１

号に該当すると説明する。

したがって、予定対価の部分については、同条第６号に該当するのか否

かを検討、判断し、なお、必要があれば、その余について検討、判断する

こととし、担当者の氏名の部分については同条第１号に該当するか否かに

ついて検討、判断する。

ア 本件公文書について

確認申請書は、当該法人が住宅地又は建物付住宅地の分譲を行うに際



し、国土法施行規則第２１条の規定による事前確認を受けるため府知事

に提出した申請書である。申請者の名称、代表者の氏名及び住所、担当

者の氏名、土地に関する権利の移転に係る土地の所在、面積のほか別紙

明細書には区画番号ごとに用途、面積、㎡当たり単価、対価として予定

している価格、対価として予定している合計価額が記載されている。建

物付住宅地については、これらに加えて土地に関する権利の設定に有す

る工作物等に関する事項として専有床面積、㎡当たり単価、対価として

予定している価額が記載されている。

確認書の案は、上記確認申請の予定対価の額が国土法第２４条第１項

第１号に該当しない旨を確認する府知事の通知文書の案である。別葉に

。 。確認申請書写しが添付されている 記載内容は確認申請書と同様である

イ 公開条例第５条第６号後段について

公開条例第５条第６号後段は、公開することにより、府若しくは国等

が行う取締り、監督、立入検査、試験、入札、交渉、渉外、争訟、許認

可その他の事務事業若しくは同種の事務事業の目的が達成できなくなり､

又は公正かつ適切な執行に著しい支障が生じるおそれのある情報が記録

されている公文書を非公開とすることを定めたものである。

「著しい支障が生じるおそれ」は生じ得る事務事業の支障が軽微なも

のでは足りず、相当程度高いものであることを要求しているが、特に、

著しい支障の生じる「危険が具体的に存在することが客観的に明白であ

る」ことまでも要求するものではない。

予定対価は、当該法人が国土法に基づき府知事の確認を受けるため、

住宅地又は建物付住宅地の分譲を行うに先立ち申請した分譲予定対価で

ある。府知事は、確認申請があれば当該確認申請に係る予定対価が国土

法第２４条第１号に該当しないと認められるときは確認書によりその旨

を通知する。確認申請の価格審査は、府は当該土地の相当な価額を算定

し、その相当な価額にその地域に応じた一定の割合（アローアンス）を

乗じて当該地域の最高限度額を求めそれを基準として行う。予定対価が

府が算出した当該土地の最高限度額以下の場合はそのままの額で確認さ

れ、超える場合は最高限度額が提示され、減額指導を受ける。指導に従

って修正された場合は、修正された予定対価が確認額に等しくなる。申

請者は、確認額を超えない価額で土地売買等の契約を締結しなければな

らない。

実施機関は、予定対価が減額指導により限度額となっている場合にお

いて、これが公開されると、地価公示、地価調査の価格との比較により

当該地域でのアローアンスが明らかとなることから、行政が行う審査基

準が明らかとなり、当該地域の地価変動を計算することにより現在の当



該画地の最高限度額が明らかとなり、当該画地の土地取引を高値に安定

させる事態を生じかねないと主張する。また、予定対価が一般府民には

地価公示価格及び地価標準の指標となる価格と誤認され、結果的に土地

取引を高値に安定させる事態を生じかねないと主張する。

しかしながら、本件公文書からは、予定対価が限度額と等しくなって

いるものと限度額未満のものとは判別できず、予定対価が明らかになる

ことにより限度額が明らかになるとはいえない。

また、土地の価格は需要と供給のバランスにより決定していくもので

あり、最近の地価動向についてみると、地価は下落しており、たとえ過

去の販売可能な最高限度額が明らかになったところで現在の地価が高値

に推移するとは考えられない。このため、予定対価を公開することによ

り投機的土地取引の防止という届出制の当該又は同種の事務事業の目的

の達成ができなくなるおそれがあるとは認められない。

ウ 公開条例第５条第３号について

公開条例第５条第３号は、公開することにより、法人等又は事業を営

む個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報が記

録されている公文書を非公開とすることを定めたものである。

予定対価は前述したように土地の売買の上限価格である。土地の原価

でもないし、実際の販売価格でもない。実際の販売価格は、予定対価以

下という枠内の価格で需要と供給のバランスにより決定されていくもの

であり、予定対価は販売競争や売買交渉での価格決定に係る法人の内部

管理情報とまではいえず、公開することにより利益率が明らかになり、

当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するとは認められない。

エ 公開条例第５条第２号について

公開条例第５条第２号は、法令若しくは他の条例の規定に基づき公開

することができないとされている情報又は機関委任事務に係る文書の取

扱いに関して主務大臣等から公開してはならない旨の明示の指示のある

情報が記録されている公文書は、この条例においても非公開とすること

を定めたものである。

実施機関は本件公文書に係る明示の指示として、平成元年４月２８日

付け元国土利第１６０号通知及び国土庁監修の国土法関係質疑応答集を

挙げ、国土庁からこれらに基づき非公開とすべきとの指示を受けている

と主張するが、機関委任事務に係る主務大臣等の指揮監督権に基づく公

文書の非公開の指示は公文書を個別具体的に特定してなされたものでな

くてはならず、平成元年４月２８日付け元国土利第１６０号通知は、本



件公文書である事前確認制度に係る確認申請書についての指示ではない｡

また、質疑応答集は発出者及びあて先の記載のないものであり、機関

委任事務に係る主務大臣等から発せられたもので、通達、訓令、通知等

により、公開してはならない旨が明示してあるものに該当しない。

オ 公開条例第５条第１号について

公開条例第５条第１号は、基本的人権を尊重する立場から、個人のプ

ライバシーを保護するため、個人が特定され得る情報のうち、通常他人

に知られたくないと望むことが正当であると認められるものについて、

それが記録されている公文書を非公開とすることを定めたものである。

本件公文書中、担当者の氏名については、本件申請を担当した当該法

人の従業員の氏名であり、私企業の従業員が企業のどのような事業活動

に従事しているのかという情報は当該従業員の社会活動を表す情報であ

り、個人に関する情報であって、個人が特定され得るもののうち、通常

他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる。

( ) 不動産鑑定評価書について2

実施機関は、本件公文書に係る情報は、公開条例第５条第３号及び第８

号に該当すると説明する。したがって、まず、本件公文書に係る情報が同

条第３号に該当するのか否かを検討、判断し、なお、必要があれば、その

余について検討、判断する。

ア 本件公文書について

本件公文書は、当該法人が不動産鑑定士に作成を依頼し、確認申請書

に添付された図書で、不動産鑑定業者の住所及び名称、不動産鑑定士の

資格氏名、対象不動産の表示、鑑定評価額、鑑定評価の対象となった権

利及び権利者、その他の評価条件、留意事項、価格形成要因の分析、鑑

定評価方式の適用と鑑定評価額の決定、試算価格算出表、要因別格差率

、 、 、 、 、一覧表 取引事例カード 収益事例カード 造成事例カード 添付地図

写真からなる。

イ 公開条例第５条第３号について

(ｱ) 本件公文書全体について

実施機関は、本件公文書の全体の部分が当該法人の当該住宅地の販



売を進めるに当たっての企業内情報であり、公開することにより、当

該法人の正当な利益を害し、公開条例第５条第３号に該当すると主張

する。しかしながら、本件公文書は、作成時すなわち不動産の鑑定評

価時が昭和６３年という相当年数が経過したものであり、公開するこ

とにより現在の当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると

は認められない。また本件公文書である不動産鑑定評価書はその文書

として利用され得るという要素を含んでおり、当該法人が対価を支払

って得た情報ではあるが、公開することにより当該法人の正当な利益

を害するとは認められない。

(ｲ) 不動産鑑定業者の住所及び名称並びに不動産鑑定士の氏名

実施機関は、本件公文書中不動産鑑定業者の住所及び名称並びに不

動産鑑定士の氏名の部分については、公開することにより当該不動産

鑑定業者の取引先等の事業活動の一端が明らかとなり、当該不動産鑑

定業者の競争上の地位その他正当な利益を害すると主張する。しかし

ながら、公開することにより当該法人と当該不動産鑑定業者間に取引

関係があったという事実が明らかとなるが、そのことをもって当該不

動産鑑定業者の競争上の地位その他正当な利益を害するとは認められ

ない。次に、当該不動産鑑定業者が特定されるこれらの情報を含めた

本件公文書を公開することにより、当該不動産鑑定業者の競争上の地

位その他正当な利益を害すると認められるかということを検討すると､

本件不動産鑑定評価書は数式と具体的な運用事例から成り立っており､

使用する数式は一般に知られているもので、列挙されている事例は各

鑑定士が手持ちの事例から適当と思われるものを選定したものである｡

業者の事業上の秘密にあたるノウハウというような情報とはいえず、

不動産鑑定評価書という文書の性格自体が依頼人以外の第三者にも不

動産の客観的評価を示す資料として利用され得るという要素を含んだ

ものであることからしても、これらの情報が明らかとなっても、当該

不動産鑑定業者の競争上の地位その他正当な利益を害するとは認めら

れない。

(ｳ) 試算価格算出表における原価法の欄の素地の取得原価、事情補正及

び時点修正の部分

、 、造成事例カードにおける所有者又は名称 素地価格の欄の取得価格

事情補正及び時点補正の部分

本件公文書中これらの部分を公開することは、掲載事例を提供した



法人の土地の取得価格を明らかとすることとなり、法人の財産管理上

の内部管理情報が明らかになり、掲載事例を提供した法人の事業上の

正当な利益が害されると認められる。異議申立人は、本件情報は暴利

行為、虚偽の説明による販売勧誘に関するものであり、公開条例第５

条第３号括弧書に該当すると主張するが、同号括弧書に示されている

ような人の財産又は生活に対して重大な影響を及ぼす違法又は著しく

不当な事業活動があったことは明らかになっていない。

ウ 公開条例第５条第８号について

公開条例第５条第８号は、府と情報提供者との協力関係又は信頼関係

の確保の観点から、個人又は法人等から公開しないことを条件に提供を

受けた情報を非公開とすることを定めたものである。

、 、本件公文書は 要領に基づき府知事が提出を求めている図書であるが

提出を義務付けしているものではなく、実際のところすべての確認申請

書に添付されているものでもなく、その有無が確認結果に影響するもの

でもない。当該法人が本件公文書を自主的に提出してきた背景は、確認

手続の迅速化を目的としたものと捉えられ、このことをもって公開しな

いことを条件として提供された情報とすることはできない。

( ) 建築確認を受けた旨を証する書面について3

実施機関は、本件公文書に係る情報は、公開条例第５条第１号及び第８

号に該当すると説明する。したがって、まず、本件公文書に係る情報が同

条第１号に該当するのか否かを検討、判断し、なお、必要があれば、その

余について検討、判断する。

ア 本件公文書について

本件公文書は、建築基準法第６条第１項の建築物の敷地、構造及び建

築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合する

ことを建築主事が確認した確認通知（建築物）の写しである。

イ 公開条例第５条第１号について

(ｱ) 建築設備に関し意見を聴いた者の住所氏名勤務先名のうち、氏名の

部分

当該法人の従業員の氏名であり、私企業の従業員が企業のどのよう



な事業活動に従事しているのかという情報は当該従業員の社会活動を

表す情報であり、個人に関する情報であって、個人が特定され得るも

ののうち、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認め

られる。

(ｲ) 建築物別概要のうち、用途、工事種別、構造、階別の床面積及び最

高の高さ以外の部分

当該住宅の購入者又は居住者の情報であり、現にそこに居住してい

る者であることから容易に個人が特定され得る。これらの個人の私生

活が営まれている場所に関する情報は、通常他人に知られたくないと

望むことが正当であると認められ、よって、他の文書で既に一般に明

らかにされている、建築物別概要のうち、用途、工事種別、構造、階

別の床面積及び最高の高さ以外の部分については、公開条例第５条第

１号に該当すると認められる。

( ) 建物の見積書その他の建築原価を証する書面について4

実施機関は、本件公文書に係る情報は、公開条例第５条第３号及び第８

号に該当すると説明する。したがって、まず、本件公文書に係る情報が同

条第３号に該当するのか否かを検討、判断し、なお、必要があれば、その

余について検討、判断する。

ア 本件公文書について

本件公文書は、当該法人が当該住宅の工事請負を発注するために徹し

た建築工事、電気給排水設備工事、ガス設備工事、外構造園工事等の見

（ ）積書及び工事請負契約書の写し並びに原価 工事の種類ごとの内訳全般

、建物売価（申請額 、原価に対する売価の割合が記載された住戸別明）

細の一覧表である。

イ 公開条例第５条第３号について

本件公文書は当該法人が売買する建物付住宅地の建築原価及び利益率

が記載されており、販売競争や売買交渉での価格決定に係る法人の内部

管理情報であり、公開することにより、当該法人の競争上の地位その他

。 、 、正当な利益を害すると認められる 異議申立人は 本件情報は暴利行為

虚偽の説明による販売勧誘に関するものであり、公開条例第５条第３号

括弧書に該当すると主張するが、同号括弧書に示されているような人の



財産又は生活に対して重大な影響を及ぼす違法又は著しく不当な事業活

動があったことは明らかになっていない。

、 、ただし 別表に記載された部分である住戸別明細の一覧表のうち土地

建物等の売価又は販売価格等を表示している部分は、原価及び利益率が

明らかとなる情報ではなく、また、所在、土地の面積、建物の延床面積

等については、他の文書で一般に既に明らかとなっている情報であり、

公開することにより、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害す

るとは認められず、同号に該当しない。

ウ 公開条例第５条第８号について

、 、本件公文書は 前述したように法人が自主的に提出したことをもって

公開しないことを条件として提供された情報とすることはできない。

( ) 販売状況報告書について5

実施機関は、本件公文書に係る情報は、公開条例第５条第３号、第１号

及び第８号に該当すると説明するので、まず、本件公文書に係る情報が同

条第３号に該当するのか否かを検討、判断し、なお、必要があればその余

について検討、判断する。

ア 本件公文書について

本件公文書は、当該法人が府知事の確認を受けた住宅地の販売状況に

係る報告書である。当該法人の住所・氏名、担当者氏名、当該法人の電

話番号及び確認番号のほか、報告書の様式は区画番号、契約の成否、契

約日、契約内容（土地の面積及び価格、建物の面積及び価格、合計価格

等）並びに購入者の氏名及び住所の欄からなっている。販売済み（契約

済み）区画及び未販売区画を明らかにした位置図が添付されている。

イ 公開条例第５条第３号について

本件販売状況報告書の様式に記載されている情報は、当該法人の販売

上の顧客に関するものであり、当該法人の内部管理に属する情報で、公

開することにより当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると

認められる。異議申立人は、本件情報は暴利行為、虚偽の説明による販

売勧誘に関するものであり、公開条例第５条第３号括弧書に該当すると

主張するが、同号括弧書に示されているような人の財産又は生活に対し

て重大な影響を及ぼす違法又は著しく不当な事業活動があったことは明



らかになっていない。

ただし、本件公文書のうち、別表に記載された部分については、公開

することによりどの区画が未販売であるかがわかるが、それが当該法人

の競争上の地位その他正当な利益を害するとは認められず、同号に該当

しない。

ウ 公開条例第５条第１号について

担当者氏名は、当該法人の従業員の氏名であり、私企業の従業員が企

業のどのような事業活動に従事しているのかという情報は当該従業員の

社会活動を表す情報であり、個人に関する情報であって、個人が特定さ

れ得るもののうち、通常他人に知られたくないと望むことが正当である

と認められる。

エ 公開条例第５条第８号について

本件公文書は、要領に基づき府知事が提出を指導したものであるが、

公開しないことを条件として提供された情報とすることはできない。

３ 結 論

以上の理由から 「第１ 審査会の結論」のとおり判断するものである。、



別 表

・確認申請書及び確認申請書の案

予定対価（㎡当たり単価（円／㎡ 、対価として予定している価額、対価公 開 す べ き ）

として予定している合計価額）の部分部 分

・不動産鑑定評価書

公 試算価格算出表における原価法の欄の素地の取得原価、事情補正及び時点

開 き 修正の部分を除く部分

す 部 造成事例カードにおける所有者名又は名称、素地価格の欄の取得価格、事

べ 分 情補正及び時点補正の部分を除く部分

・建物の見積書その他の建築原価を証する書面

住戸別明細の一覧表の各項目名

一覧表の各号地の 建物売価 ･･････（１）

外構売価 ･･････（２）

公 植栽売価 ･･････（３）

開 土地の面積 ･･････（４）

す 土地単価 ･･････（５）

べ 土地売価 ･･････（６）

き 建物の延床面積 ･･････（７）

部 建物・外構の売価 ･･････（８）

分 販売価額 ･･････（９）

総販売価額 ･･････（ ）10

土地の指数 ･･････（ ）11

税抜き販売価格 ･･････（ ）12

消費税 ･･････（ ）13

消費税込み販売価格･･････（ ）14

建物単価 ･･････（ ）15

一覧表の上記（１）から（ ）までの各項目の 計15

平均

合計

一覧表の各号地の所在

一覧表戸数合計

一覧表外記載部分

・販売状況報告書

公 報告書鑑の担当者氏名を除く部分

開 報告書の一覧表の各項目名

す 一覧表の区画番号若しくは地番又は室番号、契約の成否、土地の

べ 部 面積及び建物の面積

き 分 報告書添付位置図



別紙１

国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号３企第２－１７１号（確認年月日昭和６３年１２月２３日）
外１３件に関する確認申請書（印影を除く）等に係る公文書公開請求に対する不受理、決定期間延長状況

○決定期間延長（国土庁の明確な見解を得る必要があるため、第三者の意見を徴する必要があるため 、×不受理（不存在のため））
確 認 確認申請書に添付 確認申請書とともに提出され 確認書 販売状況 備 考

請 求 公 文 書 の 件 名 申請書 された図面 た図書 の案 報告書
1/50000 1/2500 ア イ ウ エ オ カ キ

１ 国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号３企第２－
１７１号（確認年月日昭和６３年１２月２３日）に関する ○ ○ ○ ○ × × ○ × × × ○ ○

２ 国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号元土第２－
１４５号（確認年月日平成元年１０月２７日）に関する ○ × ○ × × × × × × × ○ ○

３ 国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号２土第２－
４２号（確認年月日平成２年３月２７日）に関する ○ × ○ × × × × × ○ ○ ○ ○

４ 国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号２土第２－
１００号（確認年月日平成２年５月１６日）に関する ○ × ○ × × × × × × × ○ ○

５ 国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号２土第２－
１１４号（確認年月日平成２年６月１２日）に関する ○ × ○ × × × × × ○ ○ ○ ○

６ 国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号２土第２－
１６９号（確認年月日平成２年８月２７日）に関する ○ × ○ × × × × × × × ○ ×

７ 国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号３土指第２
－４０号（確認年月日平成３年３月２６日）に関する ○ × ○ × × × × × × × ○ ○

８ 国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号３土指第２
－８２号（確認年月日平成３年５月２８日）に関する ○ × ○ × × × × × × × ○ ×

９ 国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号３土指第２
－８３号（確認年月日平成３年５月２８日）に関する ○ × ○ × × × × × × × ○ ×

10 国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号４土指第２
－２０６号（確認年月日平成４年８月６日）に関する ○ × ○ × × × × × ○ ○ ○ ○

11 国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号５土指第２
－２５号（確認年月日平成５年２月１６日）に関する ○ ○ ○ × × × ○ × ○ ○ ○ ○

12 国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号５土指第２
－２７号（確認年月日平成５年２月２４日）に関する ○ ○ ○ × × × ○ × ○ ○ ○ ○

13 国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号５土指第２
－２９１号（確認年月日平成５年８月１３日）に関する ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ ○

14 国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号５土指第２
－４６５号（確認年月日平成５年１２月１６日）に関する ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ ○

ア 不動産鑑定評価書 オ 公共公益施設負担金の支払いを証する書面
イ 宅地の造成原価の積算資料 カ 建築確認を受けた旨を証する書面
ウ 物件説明書 キ 建物の見積書その他の建築原価を証する書面
エ 開発許可その他の行政処分を受けた旨を証する書面



別紙２

国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号３企第２－１７１号（確認年月日昭和６３年１２月２３日）
外１３件に関する確認申請書（印影を除く）等に係る公文書公開請求に対する決定状況

請 求 公 文 書 の 件 名 決定（番号） 非 公 開 部 分 及 び 理 由

１ 国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号 部分公開 ① 担当者の氏名 （第５条第１号）
３企第２－１７１号（確認年月日昭和６３年１２月２３日） （１６１） ② ㎡当たり単価（円／㎡） （第５条第２、３、６号）
外１３件に関する確認申請書（印影を除く） 対価として予定している価額

対価として予定している合計額

２ 国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号 部分公開 ① 建築設備に関し意見を聴いた者の （第５条第１、８号）
２土第２－４２号（確認年月日平成２年３月２７日）外５件 （１６２） 住所氏名勤務先のうち、氏名
に関する確認申請書とともに提出された建築確認を受けた旨 建築物別概要のうち、用途、工事
を証する書面（印影を除く） 種別、構造、階別の床面積及び最

高の高さ以外

３ 国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号 部分公開 ① 担当者の氏名 （第５条第１号）
３企第２－１７１号（確認年月日昭和６３年１２月２３日） （１６３） ② ㎡当たり単価（円／㎡） （第５条第２、３、６号）
外１３件に関する確認書の案（印影を除く） 対価として予定している価額

対価として予定している合計価額

４ 国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号 非公開 （第５条第３、８号）
３企第２－１７１号（確認年月日昭和６３年１２月２３日） （１６４）
に関する確認申請書とともに提出された不動産鑑定評価書
（印影を除く）

５ 国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号 非公開 （第５条第３、８号）
２土第２－４２号（確認年月日平成２年３月２７日）外６件 （１６５）
に関する確認申請書とともに提出された建物の見積書その他
の建築原価を証する書面（印影を除く）

６ 国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号 非公開 （第５条第１、３、８号）
３企第２－１７１号（確認年月日昭和６３年１２月２３日） （１６６）
外１０件に関する販売状況報告書（印影を除く）



請 求 公 文 書 の 件 名 決定（番号） 非 公 開 部 分 及 び 理 由

７ 国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号 公開
３企第２－１７１号（確認年月日昭和６３年１２月２３日） （１５８）
外１３件に関する確認申請書に添付された図面（印影を除く）

８ 国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号 公開
３企第２－１７１号（確認年月日昭和６３年１２月２３日） （１５９）
外２件に関する確認申請書とともに提出された開発許可その
他の行政処分を受けた旨を証する書面（印影を除く）

９ 国土利用計画法施行規則第２１条第２項に基づく確認番号 公開
５土指第２－４６５号（確認年月日平成５年１２月１６日） （１６０）
に関する確認申請書とともに提出された建築確認を受けた旨
を証する書面（印影を除く）


